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徳島市中心市街地活性化基本計画 新旧対照表（傍線赤文字部分は変更箇所） 

 

変  更  後 変  更  前 

１.～３．略 

 

４．［１］～［２］① 略 

 

［２］②認定と連携した支援措置のうち、認定と連携した重点的な支援措置に関連する事業 

 

事業名：下水道設備改築更新事業（略） 

 

【事業名】ひょうたん島川の駅ネットワーク推進事業 

【事業実施時期】 平成 26 年度～ 

【実施主体】 徳島市 

【事業内容】 ひょうたん島周辺に桟橋などの機能を持った川の駅や川の停留所を整備す

る。 

活性化を実現するための位置付け及び必要性 

 

【目標】 回遊者数の増加 

【目標指標】 まちなか歩行者通行量（平日・休日平均） 

【活性化に資する理由】 水都徳島ならではの川のネットワークを活かした動線を確保し、他エリアへ

の回遊を促すことは、目標指標の増加に寄与するため。 

【支援措置名】 地域未来交付金（地域未来推進型） 

【支援措置実施時期】 令和８年度 【支援主体】 内閣府 

【その他特記事項】  

 

（３）中心市街地の活性化に資するその他の支援措置に関連する事業 

【事業名】ひょうたん島川の駅ネットワーク推進事業（再掲） 

【事業実施時期】 平成 26 年度～ 

【実施主体】 徳島市 

【事業内容】 ひょうたん島周辺に桟橋などの機能を持った川の駅や川の停留所を整備す

る。 

 

活性化を実現するための位置付け及び必要性 

 

【目標】 回遊者数の増加 

【目標指標】 まちなか歩行者通行量（平日・休日平均） 

【活性化に資する理由】 水都徳島ならではの川のネットワークを活かした動線を確保し、他エリアへ

の回遊を促すことは、目標指標の増加に寄与するため。 

【支援措置名】 地方創生推進交付金 

【支援措置実施時期】 令和４年度 【支援主体】 内閣府 

【その他特記事項】  

【支援措置名】 社会資本整備総合交付金（新町西地区市街地再開発事業と一体の効果促進事

業） 

１.～３．略 

 

４．［１］～［２］① 略 

 

［２］②認定と連携した支援措置のうち、認定と連携した重点的な支援措置に関連する事業 

 

事業名：下水道設備改築更新事業（略） 

 

【事業名】（３）から移設 

【事業実施時期】  

【実施主体】  

【事業内容】  

 

活性化を実現するための位置付け及び必要性 

 

【目標】  

【目標指標】  

【活性化に資する理由】  

【支援措置名】  

【支援措置実施時期】  【支援主体】  

【その他特記事項】  

 

（３）中心市街地の活性化に資するその他の支援措置に関連する事業 

【事業名】ひょうたん島川の駅ネットワーク推進事業 

【事業実施時期】 平成 26 年度～ 

【実施主体】 徳島市 

【事業内容】 ひょうたん島周辺に桟橋などの機能を持った川の駅や川の停留所を整備す

る。 

 

活性化を実現するための位置付け及び必要性 

 

【目標】 回遊者数の増加 

【目標指標】 まちなか歩行者通行量（平日・休日平均） 

【活性化に資する理由】 水都徳島ならではの川のネットワークを活かした動線を確保し、他エリアへ

の回遊を促すことは、目標指標の増加に寄与するため。 

【支援措置名】 地方創生推進交付金 

【支援措置実施時期】 令和４年度 【支援主体】 内閣府 

【その他特記事項】  

【支援措置名】 社会資本整備総合交付金（新町西地区市街地再開発事業と一体の効果促進事

業） 
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【支援措置実施時期】 令和５年度～令和７年度 【支援主体】 国土交通省 

【その他特記事項】  

 

（略） 

 

５．［１］～［２］（１）略 

 

（２）① 認定と連携した支援措置のうち、 認定と連携した特例措置に関連する事業 

【事業名】徳島文化芸術ホール（仮称）整備事業 

【事業実施時期】 令和２年度～      

【実施主体】 徳島県、徳島市 

【事業内容】 中心市街地のランドマークとなる新たな 文化ホールを県市協調により整備

するとともに、既存建築物・地下埋設物除却等の土地整備を実施する。 

 

活性化を実現するための位置付け及び必要性 

 

【目標】 来街者数の増加 

【目標指標】 ランドマーク施設来館者数 

【活性化に資する理由】 平成 26 年度末に市立文化センターが閉館して以降、本市の中心市街地には 

1,000 席を超える公共ホールがない状況が続いていたが、集客の核となるラ

ンドマーク施設として文化の拠点となるホールを県市協調で整備すること

は、目標指標の増加に寄与するため。 

【支援措置名】 社会資本整備総合交付金（暮らし・にぎわい再生事業（徳島文化芸術ホール

（仮称）整備地区）） 

【支援措置実施時期】 令和４年度～令和８年度 【支援主体】 国土交通省 

【その他特記事項】  

 

（略） 

 

（３）中心市街地の活性化に資するその他の支援措置に関連する事業 

【事業名】徳島文化芸術ホール（仮称）周辺対策事業 

【事業実施時期】 令和３年度～令和６年度 

【実施主体】 徳島市 

【事業内容】 県市協調により新たな文化ホールを整備するにあたり、周辺整備として電線

類の地中化など既存構造物の移設を実施する。 

 

活性化を実現するための位置付け及び必要性 

 

【目標】 来街者数の増加 

【目標指標】 ランドマーク施設来館者数 

【活性化に資する理由】 平成 26 年度末に市立文化センターが閉館して以降、本市の中心市街地には 

1,000 席を超える公共ホールがない状況が続いていたが、集客の核となるラ

ンドマーク施設として文化の拠点となるホールを県市協調で整備すること

は、目標指標の増加に寄与するため。 

【支援措置名】 都市構造再編集中支援事業（徳島都心地区） 

【支援措置実施時期】 令和４年度～令和５年度 【支援主体】 国土交通省 

【その他特記事項】  

【支援措置実施時期】 令和５年度～令和７年度 【支援主体】 国土交通省 

【その他特記事項】  

 

（略） 

 

５．［１］～［２］（１）略 

 

（２）① 認定と連携した支援措置のうち、 認定と連携した特例措置に関連する事業 

【事業名】徳島文化芸術ホール（仮称）整備事業 

【事業実施時期】 令和２年度～令和８年度 

【実施主体】 徳島県、徳島市 

【事業内容】 中心市街地のランドマークとなる新たな 文化ホールを県市協調により整備

するとともに、既存建築物・地下埋設物除却等の土地整備を実施する。 

 

活性化を実現するための位置付け及び必要性 

 

【目標】 来街者数の増加 

【目標指標】 ランドマーク施設来館者数 

【活性化に資する理由】 平成 26 年度末に市立文化センターが閉館して以降、本市の中心市街地には 

1,000 席を超える公共ホールがない状況が続いていたが、集客の核となるラ

ンドマーク施設として文化の拠点となるホールを県市協調で整備すること

は、目標指標の増加に寄与するため。 

【支援措置名】 社会資本整備総合交付金（暮らし・にぎわい再生事業（徳島文化芸術ホール

（仮称）整備地区）） 

【支援措置実施時期】 令和４年度～令和８年度 【支援主体】 国土交通省 

【その他特記事項】  

 

（略） 

 

（３）中心市街地の活性化に資するその他の支援措置に関連する事業 

【事業名】徳島文化芸術ホール（仮称）周辺対策事業 

【事業実施時期】 令和３年度～令和５年度 

【実施主体】 徳島市 

【事業内容】 県市協調により新たな文化ホールを整備するにあたり、周辺整備として電線

類の地中化など既存構造物の移設を実施する。 

 

活性化を実現するための位置付け及び必要性 

 

【目標】 来街者数の増加 

【目標指標】 ランドマーク施設来館者数 

【活性化に資する理由】 平成 26 年度末に市立文化センターが閉館して以降、本市の中心市街地には 

1,000 席を超える公共ホールがない状況が続いていたが、集客の核となるラ

ンドマーク施設として文化の拠点となるホールを県市協調で整備すること

は、目標指標の増加に寄与するため。 

【支援措置名】 都市構造再編集中支援事業（徳島都心地区） 

【支援措置実施時期】 令和４年度～令和５年度 【支援主体】 国土交通省 

【その他特記事項】  
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（略） 

 

事業名：生活支援体制整備事業（略） 

 

【事業名】国指定史跡徳島城跡保存整備活用事業 

【事業実施時期】 令和 ４ 年度～ 

【実施主体】 徳島市 

【事業内容】 国指定史跡の徳島城跡について石垣や城山などの保存・整備・活用を実施す

る。 

 

活性化を実現するための位置付け及び必要性 

 

【目標】 回遊者数の増加 

【目標指標】 まちなか歩行者通行量（平日・休日平均） 

【活性化に資する理由】 徳島中央公園には史跡徳島城跡や徳島城博物館などの歴史資源が集中してお

り、これらの歴史的・文化的資源を保存活用し、城下町として発展した本市

の中心市街地の魅力づくりを推進することは、目標指標の増加に寄与するた

め。 

【支援措置名】 国宝重要文化財等保存・活用事業費補助金 

【支援措置実施時期】 令和 ４ 年度～令和 11 年度 【支援主体】 文部科学省（文化庁） 

【その他特記事項】  

（略） 

 

６．［１］～［２］（１）略 

 

（２）②認定と連携した支援措置のうち、認定と連携した重点的な支援措置に関連する事業 

 

事業名：危険廃屋解体支援事業 略 

 

【事業名】移住促進事業 

【事業実施時期】 令和元年度～ 

【実施主体】 徳島市 

【事業内容】 移住交流支援センターの運営や移住希望者に対する PR 等を実施するととも

に、ふるさとワーキングホリデーや移住体験ツアー、本市の地域資源を生か

した移住促進策を展開する。 

活性化を実現するための位置付け及び必要性 

 

【目標】 居住者数の増加 

【目標指標】 まちなか居住者数 

【活性化に資する理由】 居住の場としての本市の魅力 を全国に PR し、移住者数を増やすことは 、目

標指標の増加に寄与するため。 

【支援措置名】 デジタル田園都市国家構想交付金 

【支援措置実施時期】 令和 ５ 年度～令和 ６ 年度 【支援主体】 内閣府 

【その他特記事項】  

【支援措置名】 新しい地方経済・生活環境創生交付金 

 

（略） 

 

事業名：生活支援体制整備事業（略） 

 

【事業名】国指定史跡徳島城跡保存整備活用事業 

【事業実施時期】 令和 ４ 年度～ 

【実施主体】 徳島市 

【事業内容】 国指定史跡の徳島城跡について石垣や城山などの保存・整備・活用を実施す

る。 

 

活性化を実現するための位置付け及び必要性 

 

【目標】 回遊者数の増加 

【目標指標】 まちなか歩行者通行量（平日・休日平均） 

【活性化に資する理由】 徳島中央公園には史跡徳島城跡や徳島城博物館などの歴史資源が集中してお

り、これらの歴史的・文化的資源を保存活用し、城下町として発展した本市

の中心市街地の魅力づくりを推進することは、目標指標の増加に寄与するた

め。 

【支援措置名】 国宝重要文化財等保存・活用事業費補助金 

【支援措置実施時期】 令和 ４ 年度～令和 ８ 年度 【支援主体】 文部科学省（文化庁） 

【その他特記事項】  

（略） 

 

６．［１］～［２］（１）略 

 

（２）②認定と連携した支援措置のうち、認定と連携した重点的な支援措置に関連する事業 

 

事業名：危険廃屋解体支援事業 略 

 

【事業名】移住促進事業 

【事業実施時期】 令和元年度～ 

【実施主体】 徳島市 

【事業内容】 移住交流支援センターの運営や移住希望者に対する PR 等を実施するととも

に、ふるさとワーキングホリデーや移住体験ツアー、本市の地域資源を生か

した移住促進策を展開する。 

活性化を実現するための位置付け及び必要性 

 

【目標】 居住者数の増加 

【目標指標】 まちなか居住者数 

【活性化に資する理由】 居住の場としての本市の魅力 を全国に PR し、移住者数を増やすことは 、目

標指標の増加に寄与するため。 

【支援措置名】 デジタル田園都市国家構想交付金 

【支援措置実施時期】 令和 ５ 年度～令和 ６ 年度 【支援主体】 内閣府 

【その他特記事項】  

【支援措置名】 新しい地方経済・生活環境創生交付金 
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【支援措置実施時期】 令和 ７ 年度 【支援主体】 内閣府 

【その他特記事項】  

【支援措置名】 地域未来交付金(地域未来推進型) 

【支援措置実施時期】 令和 ８ 年度 【支援主体】 内閣府 

【その他特記事項】  

 

 

（３）中心市街地の活性化に資するその他の支援措置に関連する事業 

【事業名】新町西地区市街地再開発事業 

【事業実施時期】 令和 ３ 年度～令和 ９ 年度 

【実施主体】 新町西地区市街地再開発組合（徳島市） 

【事業内容】 JR 徳島駅と阿波おどり会館を結ぶシンボルゾーンの中間に位置する新町西

地区において取り組む、集合住宅・宿泊施設・商業施設・川の駅等を整備す

る新たな再開発事業に対して補助金を支出する。 

活性化を実現するための位置付け及び必要性 

 

【目標】 居住者数の増加 

【目標指標】 まちなか居住者数 

【活性化に資する理由】 まちなか居住の促進に向けて再開発事業の中で集合住宅の建設を行うこと

は、目標指標の増加に寄与するため。 

【支援措置名】 社会資本整備総合交付金（市街地再開発事業等） 

【支援措置実施時期】 令和 ４ 年度～令和 ９ 年度 【支援主体】 国土交通省 

【その他特記事項】  

 

事業名：移住促進事業（再掲）略 

 

【事業名】危険廃屋解体支援事業（再掲） 

【事業実施時期】 平成 22 年度～ 

【実施主体】 対象となる危険廃屋の所有者等（徳島市） 

【事業内容】 住環境及び良好な景観の促進のため、長年放置された危険な廃屋に対し解体

費の 

一部を助成する。 

活性化を実現するための位置付け及び必要性 

 

【目標】 居住者数の増加 

【目標指標】 まちなか居住者数 

【活性化に資する理由】 南海トラフ地震に対する危機感が強まる中、危険廃屋の解体を促進し、災害

に強い街として安心感を高めることは、目標指標の増加に寄与するため。 

【支援措置名】 空き家対策総合支援事業 

【支援措置実施時期】 令和 ６ 年度～令和 12 年度 【支援主体】 国土交通省 

【その他特記事項】  

 

（略） 

 

【支援措置実施時期】 令和 ７ 年度～令和 ８ 年度 【支援主体】 内閣府 

【その他特記事項】  

【支援措置名】 新規追加 

【支援措置実施時期】  【支援主体】  

【その他特記事項】  

 

 

（３）中心市街地の活性化に資するその他の支援措置に関連する事業 

【事業名】新町西地区市街地再開発事業 

【事業実施時期】 令和 ３ 年度～令和 ８ 年度 

【実施主体】 新町西地区市街地再開発組合（徳島市） 

【事業内容】 JR 徳島駅と阿波おどり会館を結ぶシンボルゾーンの中間に位置する新町西

地区において取り組む、集合住宅・宿泊施設・商業施設・川の駅等を整備す

る新たな再開発事業に対して補助金を支出する。 

活性化を実現するための位置付け及び必要性 

 

【目標】 居住者数の増加 

【目標指標】 まちなか居住者数 

【活性化に資する理由】 まちなか居住の促進に向けて再開発事業の中で集合住宅の建設を行うこと

は、目標指標の増加に寄与するため。 

【支援措置名】 社会資本整備総合交付金（市街地再開発事業等） 

【支援措置実施時期】 令和 ４ 年度～令和 ７ 年度 【支援主体】 国土交通省 

【その他特記事項】  

 

事業名：移住促進事業（再掲）略 

 

【事業名】危険廃屋解体支援事業（再掲） 

【事業実施時期】 平成 22 年度～ 

【実施主体】 対象となる危険廃屋の所有者等（徳島市） 

【事業内容】 住環境及び良好な景観の促進のため、長年放置された危険な廃屋に対し解体

費の 

一部を助成する。 

活性化を実現するための位置付け及び必要性 

 

【目標】 居住者数の増加 

【目標指標】 まちなか居住者数 

【活性化に資する理由】 南海トラフ地震に対する危機感が強まる中、危険廃屋の解体を促進し、災害

に強い街として安心感を高めることは、目標指標の増加に寄与するため。 

【支援措置名】 空き家対策総合支援事業 

【支援措置実施時期】 令和 ６ 年度～令和 ７ 年度 【支援主体】 国土交通省 

【その他特記事項】  

 

（略） 
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７．［１］～［２］（２）①略 

 

７．（２）②認定と連携した支援措置のうち、認定と連携した重点的な支援措置に関連する事業 

【事業名】公民連携プラットフォームの運用 

【事業実施時期】 令和 ３ 年度～ 

【実施主体】 徳島市 

【事業内容】 公民が連携して新たなサービスを実施するため、市と民間事業者が協働する

仕組みとして民間企業との「連携協定の締結」や「協働事業の推進」に向け

た要件や提案の流れを明確にした公民連携プラットフォームを運用する。 

活性化を実現するための位置付け及び必要性 

 

【目標】 回遊者数の増加 

【目標指標】 まちなか歩行者通行量（平日・休日平均） 

【活性化に資する理由】 中心市街地活性化には民による取組が必要不可欠であり、公民が連携して新

たなサービスを展開することは、目標指標の増加に寄与するため。 

【支援措置名】 デジタル田園都市国家構想交付金 

【支援措置実施時期】 令和 ５ 年度～令和 ６ 年度 【支援主体】 内閣府 

【その他特記事項】  

【支援措置名】 新しい地方経済・生活環境創生交付金 

【支援措置実施時期】 令和７年度 【支援主体】 内閣府 

【その他特記事項】  

【支援措置名】 地域未来交付金(地域未来推進型) 

【支援措置実施時期】 令和８年度～令和 10 年度 【支援主体】 内閣府 

【その他特記事項】  

 

（略） 

 

８．～９.（２）略 

 

（３）徳島市中心市街地活性化基本計画推進本部委員名簿 

７．［１］～［２］（２）①略 

 

７．（２）②認定と連携した支援措置のうち、認定と連携した重点的な支援措置に関連する事業 

【事業名】公民連携プラットフォームの運用 

【事業実施時期】 令和 ３ 年度～ 

【実施主体】 徳島市 

【事業内容】 公民が連携して新たなサービスを実施するため、市と民間事業者が協働する

仕組みとして民間企業との「連携協定の締結」や「協働事業の推進」に向け

た要件や提案の流れを明確にした公民連携プラットフォームを運用する。 

活性化を実現するための位置付け及び必要性 

 

【目標】 回遊者数の増加 

【目標指標】 まちなか歩行者通行量（平日・休日平均） 

【活性化に資する理由】 中心市街地活性化には民による取組が必要不可欠であり、公民が連携して新

たなサービスを展開することは、目標指標の増加に寄与するため。 

【支援措置名】 デジタル田園都市国家構想交付金 

【支援措置実施時期】 令和 ５ 年度～令和 ７ 年度 【支援主体】 内閣府 

【その他特記事項】  

【支援措置名】 新規追加 

【支援措置実施時期】  【支援主体】  

【その他特記事項】  

【支援措置名】 新規追加 

【支援措置実施時期】  【支援主体】  

【その他特記事項】  

 

（略） 

 

８．～９.（２）略 

 

（３）徳島市中心市街地活性化基本計画推進本部委員名簿 
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（４）～［２］（１）略 

 

 

（２）構成員 

 

（４）～［２］（１）略 

 

 

（２）構成員 
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（３）開催状況 

 

（４）～１２．略  

  

 

（３）開催状況 

 

（４）～１２．略  

 


